
安
倍
政
権
は
大
型
連
休
明
け

の
14
日
に
も
「
戦
争
立
法
」
の

閣
議
決
定
・
国
会
提
出
を
狙
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
法
律
は
、
(1)
米
国

が
ア
フ
ガ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の

よ
う
な
戦
争
を
始
め
た
際
に
自

衛
隊
が
従
来
の
「
戦
闘
地
域
」

ま
で
行
っ
て
軍
事
支
援
す
る
(2)

形
式
上
「
停
戦
合
意
」
が
あ
っ

て
も
戦
乱
が
続
く
よ
う
な
地
域

で
自
衛
隊
が
武
器
を
使
っ
て
治

安
維
持
活
動
に
参
加
す
る
(3)
日

本
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
の
に

集
団
的
自
衛
権
を
発
動
し
米
国

の
戦
争
に
参
戦
す
る
―
―
と
い

う
憲
法
９
条
を
破
壊
す
る
三
つ

の
大
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ

に
、
日
本
を
「
海
外
で
戦
争
す

る
国
」
に
つ
く
り
か
え
る
の
が
、

そ
の
正
体
で
す
。

「
存
立
危
機
事
態
」

を
法
に
追
加

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
法

制
化
す
る
た
め
に
、
「
武
力
攻

撃
事
態
法
」
に
「
存
立
危
機
事

態
」
と
の
文
言
が
書
き
込
ま
れ

ま
す
。
「
存
立
危
機
事
態
」
と

判
断
す
れ
ば
、
米
国
の
先
制
攻

撃
で
始
ま
っ
た
戦
争
で
も
「
集

団
的
自
衛
権
」
が
発
動
さ
れ
、

日
本
を
「
集
団
的
侵
略
」
に
巻

き
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
平
和
支
援
」
を
隠

れ
蓑
に
「
海
外
派
兵

恒
久
法
」
を
新
設

新
法
と
し
て
、
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
自
衛
隊
に
よ
る
他
国
軍

支
援
を
可
能
に
す
る
「
国
際
平

和
支
援
法
」
（
派
兵
恒
久
法
）

が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
周
辺
事
態
法
に
あ
っ
た

「
日
本
周
辺
」
と
の
地
理
的
制

約
も
無
く
さ
れ
、
「
重
要
影
響

事
態
法
」
へ
衣
替
え
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
戦
争
中
の
他

国
軍
を
地
球
規
模
で
支
援
す
る

二
つ
の
法
制
が
並
立
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
２
法
制
で
は
支

援
内
容
も
大
幅
に
拡
大
。
ア
フ

ガ
ン
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の

派
兵
特
措
法
で
禁
止
さ
れ
て
き

た
戦
地
で
の
後
方
支
援
を
可
能

に
す
る
こ
と
に
加
え
、
弾
薬
提

供
、
発
進
準
備
中
の
戦
闘
機
へ

の
給
油
・
整
備
、
武
器
輸
送
も

可
能
に
な
り
ま
す
。

「Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
」も
改
悪

国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ

Ｏ
）
法
に
つ
い
て
は
、
国
連
統

括
下
に
な
い
Ｐ
Ｋ
Ｏ
以
外
の
軍

事
活
動
へ
の
参
加
を
解
禁
。
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
武
装
勢
力
と

の
交
戦
も
行
っ
て
き
た
国
際
治

安
支
援
部
隊
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
）
の

よ
う
な
活
動
の
参
加
に
道
を
開

き
ま
す
。
交
戦
中
の
他
国
部
隊

を
防
護
す
る
「
駆
け
つ
け
警
護
」

や
、
治
安
維
持
の
た
め
の
駐
留
・

巡
回
な
ど
従
来
の
「
自
己
防
護
」

を
超
え
た
武
器
使
用
の
権
限
が

与
え
ら
れ
ま
す
。
海
外
で
１
発

の
銃
弾
も
撃
っ
て
こ
な
か
っ
た

自
衛
隊
の
あ
り
方
が
根
本
的
に

転
換
し
ま
す
。

後
方
支
援
も

米
軍
と
一
体
化

後
方
支
援
の
２
法
制
で
は
、

任
務
遂
行
型
の
武
器
使
用
権
限

を
設
け
な
い
一
方
、
宿
営
地
を

防
護
す
る
「
諸
外
国
の
軍
隊
等

の
要
員
と
共
同
し
て
武
器
使
用

で
き
る
」
権
限
を
新
設
し
ま
す
。

海
外
拠
点
・
宿
営
地
で
の
自
衛

隊
と
米
軍
な
ど
の
一
体
の
活
動

を
前
提
と
し
た
も
の
で
す
。

自
衛
隊
が
こ
れ
ま
で
で
き
な

か
っ
た
「
戦
闘
地
域
」
で
の
軍

事
支
援
に
踏
み
込
む
こ
と
で
、

相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
、
戦
闘
に

な
る
お
そ
れ
が
大
き
い
こ
と
が

最
大
の
問
題
で
す
。

国
会
で
徹
底
論
議
を

安
倍
首
相
は
、
「
戦
争
立
法
」

の
成
立
を
訪
米
中
の
対
外
公
約

と
す
る
暴
挙
を
行
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
国
会
で
の
徹
底
論

議
を
求
め
ま
す
。
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